
　結婚を希望する独身男女に出会いの場を提供する事業または結婚の意識醸成を図る事業を行う団体に対して、
予算の範囲内において五所川原市婚活支援事業費補助金を交付します。
補助の対象となる団体
　補助金の交付の対象となる方は民間企業および団体で次のいずれにも該当する方とします。
▷定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。
▷政治的活動、宗教的活動を行う団体ではないこと。
補助の対象となる事業
　補助金の交付の対象となる事業は、結婚を希望する独身男女を対象とした健全な出会いの場を提供する事業、
異性とのコミュニケーション能力の向上を目的とするセミナーまたは結婚の意識醸成を目的とする事業であって、
次の要件をすべて満たす事業とします。
▷20歳以上50歳以下の範囲内の独身者を対象とする事業
▷参加者を公募する事業
▷市内で開催する事業
補助対象事業の終期…平成31年３月15日まで
補助の対象となる経費
　補助対象経費は、事業実施に直接要する以下の経費です。詳細はお問い合わせください。

補助限度額
　補助限度額は、補助対象事業の参加者人数に応じて下表のとおりとします。

申請方法…申請書など必要書類を企画課までお持ちください（様式等は企画課、ホームページから入手できます）。
問…企画課　内線2232

　６月定例会では、延べ60名の方が議会を傍聴しま
した。どなたでも気軽に市議会を傍聴することができ
ます。受付で、住所、氏名を記入し、傍聴券の交付を
受けてから入場してください。座席数に限りがありま
すので、団体での傍聴は事前に連絡をお願いします。
お車で来庁される方は、庁舎駐車場の無料処理をしま
すので、受付に駐車券を提示してください。
問…議会事務局　内線2821

＊開会は、10:00を予定しています。
　日程は変更になる場合があります。

費　　目 内　　　容
報 償 費 司会料、講師謝金等
旅　　費 講師旅費等
需 用 費 消耗品費、印刷製本費等
役 務 費 通信運搬費、広告料、保険料等
委 託 料 専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用

使用料および賃借料 機器類等の賃借料、イベント会場等の使用料等
そ の 他 事業実施のために市長が必要と認めた費用

参加者人数区分 補助限度額
９人以下 15万円

10人～29人 25万円
30人以上 50万円
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８月30日㈭ 本会議（開会）
９月３日㈪
９月４日㈫ 本会議（代表質問・一般質問）

９月５日㈬

本会議（総括質疑、予算決算特
別委員会、議案付託）
予算決算特別委員会（組織会）
常任委員会（議案審査）

９月６日㈭

～

９月10日㈪

予算決算特別委員会（議案審査）
［８日㈯、９日㈰を除く］

９月13日㈭ 本会議（閉会）

募集期間：８月31日まで
平成叅0年度�五所川原市婚活支援事業 大募集！

新しくなった議場で市議会を傍聴しませんか

６月定例会傍聴席の様子
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